
市町村合併特例法は終わった．．．が！ 
もう皆様ご存知御待ちかね、市町村合併特例法、10年間の時限立法でしたが、この2005年3月31日で失効しました。

勿論、経過措置でこの期限までに知事に合併の申請をし、1年後の2006年3月31日までに合併するならこの法律が適用

され、特典（財政支援措置）を得ることが可能なのです。だからまだ、申請したものの、本当に合併できるかどうか

で揺れる地域は残されています。 

そういうわけで今回は滋賀がどう変わっていくのかを見てみましょう。 

まずちょっと前

の滋賀（栗東市

が発足した時点、

甲賀市、野洲市

とかはまだ）で

す。 

むむむ、あいか

わらずなんだか

なーな地図です。

市町村の隣接の

再現を主目的で

す。色々微妙に

違ったり、全く

違ったりするか

もしれません

が多めに見て

ください。 

また、滋賀県

はかなり上図

の後合併が進

んでいます。さ

らに、現在協議

されている合

併が全てうま

くいったとし

てどうなるか

というと・・・

下記の様にな

っちゃうわけ

です。（もう合併している位置も元の市町村名を表記しています）御参考になれば倖いです。 

しかし新地名で言われても広すぎて実際どこなのかとぴんと来ないです。なにかいい方法ないですか。 

参考：滋賀県HP内、市町村合併を考える(http://www.pref.shiga.jp/shichoson/gappei/index.htm) 
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